
 本園の個人情報の取扱い方針について 

本園では、個人情報の保護に関する法令、及びその他の関連法規を遵守し、本園に入園す 

る児童その他保護者等の個人情報の保護に努めます。 

本園は、収集した個人情報を保育活動や保育所運営の正当な利用目的の範囲内で適切に取り 

扱い、職員には個人情報の重要性の認識を徹底し、お預かりしている情報の漏えい・紛失など 

の防止に努めます。ただし、虐待等の違法性の高い場合や保育所運営上に緊急且つ著しい問題 

や違法性の疑われる問題のある場合は、この限りではありません。 

（1）個人情報の取得について 

（イ）本園が個人情報を取得する際は、適法かつ公正な手段により取得いたします。 

（ロ）人種、宗教、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪歴その他社会的差別の原因になる事 

項についての情報等特別の非公開情報については、法令等に基づく場合又は生命身体の保 

護等に必要な場合や保育所運営上に緊急且つ著しい問題や違法性の疑われる問題の場合等 

を除き取得しません。 

（2）個人情報の利用目的について 

本園では、皆様からご提供いただく下記書類の個人情報は、下記一覧表記載の主たる利用 

の通りに利用するほか、同様の情報管理が保たれている機関（行政機関、医療機関、教育 

機関、福祉機関など）との連携や本園内の保育研究活動、管理運営上の正当な目的の達成 

に必要な範囲内で利用いたします。 

《個人情報の 主な利用目的》 

・入所申込み・入園に関する業務 

・保護者との連絡に関する業務 

・園児の保育に関する業務 

・園児の記録管理に関する業務 

・園児の健康管理の把握に関する業務 

・卒園児の確認に関する業務 

・保護者会役員名簿作成。 

（3）個人情報の提供について 

本園は、皆様からご提供頂いた個人情報を、利用目的の達成に必要な範囲で、法令等で認めら

れている正当な理由及び必要性（保育所運営上に緊急且つ著しい問題や違法性の疑われる問題の

ある場合）がある場合を除き、第三者に提供いたしません。 

（4）個人情報の正確性の確保について 

（イ）本園は、利用目的の達成に必要な範囲で、保有する個人情報を正確かつ最新の内容に保つ 

ように努力します。 

（ロ）住所、氏名、電話番号等、お届けされている情報に変更があった場合、また、訂正が必要 

   な際は速やかに本園までお申し出ください。 

 

本園の個人情報の取り扱い方針について



 

児童虐待防止のための措置 

本園は、本園を利用する子どもの人権擁護・虐待の防止のため、下記事項にあてはまる虐待を受 

けたと思われる子どもを発見した場合、児童福祉法第２５条児童虐待の防止等に関する法律第６条 

の規定に基づき、児童相談所、または子育て支援課へ速やかに通告いたします。 

●児童虐待防止法で定めた虐待の種類 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１３ その他保護者に説明すべき事項 

   本園の利用に当たっては以下の事項にご協力ください。 

 ・利用者の思想、信仰は自由ですが、他の利用者に対する宗教活動、政治活動及び営利活動は 

ご遠慮ください。 

 ・担任の呼び出し電話は保育の妨げになります。用件は電話に出た職員にお伝えください。 

 ・車は駐車場をご利用ください。なお、駐車場内・外の事故について一切責任は負いません。 

 ・小・中学生だけのお迎えはできません。 

 ・帰宅時に通園バックの中の持ち物の確認をお願いします。 

 ・保育料・副食費・延長保育料は必ず期日までにお支払いください。 

 

① 身体的虐待 

「児童の心身に外傷を生じ、または生じるお

それのある暴行を加えること」です。殴る、

蹴る、投げ落とす、首を絞める、溺れさせる、

逆さづりにする、激しく揺さぶる、たばこの

火を押し付ける、異物を含ませる、戸外に閉

め出すなどがあげられます。 

④心理的虐待 

「児童への暴言、拒絶的な対応、面前でのＤＶ等、児童

に心理的外傷を与えること」です。言葉による脅かし、

大声による威嚇や罵声、極端に無視する、拒否的な態度

を示す、心を傷つけるようなことを繰り返し言う、（「殺

したい」「生まなければよかった」「かわいくない」など）

他のきょうだいとは著しく差別的な扱いをするなどが

あります。なお、子どもの目の前でドメスティックバイ

オレンス（配偶者からの暴力）が行われるなど、子ども

への被害が間接的なものであっても含まれます 

③ネグレクト 

「児童の心身の正常な発達を妨げるような著

しい減食または長時間の放置や遺棄、子ども

にとって適切な養育を行わないこと」です。

適切な食事を与えない、衣類を長期に渡って

着替えさせない、極端に不潔なままにする、

重大な病気になっても医者に連れて行かな

い、子どもを遺棄するなどの行為をいいます。

子どもの意思に反して登園させないことも含

まれる場合があります。 

②性的虐待 

「児童にわいせつな行為をすること、または児童にわ

いせつな行為をさせること」です。子どもへの性交、性

的暴行、性的行為の強要・そののかし、性器を触るまた

は触らせるなどがあげられます。性器や性交を見せた

り、ポルノグラフィーの被写体を強要する行為なども

当てはまります。 

児童虐待防止のための措置

その他保護者に説明すべき事項


